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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第77期
第３四半期
連結累計期間

第78期
第３四半期
連結累計期間

第77期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 104,007 98,306 134,772

経常利益（百万円） 286 289 400

四半期（当期）純利益又は四半期純損失

(△）（百万円）
101 △514 336

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
108 △482 392

純資産額（百万円） 4,004 3,804 4,287

総資産額（百万円） 26,318 24,908 21,336

１株当たり四半期（当期）純利益金額又

は１株当たり四半期純損失金額(△)

（円）

7.36 △37.43 24.52

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 15.22 15.27 20.10

　

回次
第77期
第３四半期
連結会計期間

第78期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 14.41 21.29

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また、第78期第３四

半期連結累計期間においては１株当たり四半期純損失でもあるため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

 

EDINET提出書類

株式会社大水(E02818)

四半期報告書

 2/14



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

(1)当第３四半期連結累計期間において新たに発生したリスク

　該当事項はありません。　

(2)前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更

　該当事項はありません。　

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　(1)業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災からの復興に伴い内需が底堅く推移したものの、海外経済

の停滞等の影響により生産や輸出が減少し厳しい状況となりました。

当水産流通業界におきましては、先行き不透明な経済状況が続く中、消費者の節約志向は根強く、荷動きは低調に

推移しました。

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が983億６百万円（前年同期比5.5％減）、売

上総利益が48億28百万円（前年同期比1.6％減）となりましたが、販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、営業

利益は２億18百万円（前年同期比10.1％増）となりました。また、営業外収益に受取配当金を53百万円計上したこ

と等により、経常利益は２億89百万円（前年同期比1.1％増）となりました。

しかしながら、特別損失に減損損失６億27百万円、投資有価証券評価損78百万円を計上したこと等により、四半期

純損失は５億14百万円（前年同期は１億１百万円の四半期純利益）となりました。

セグメントの業績につきましては、当社グループの報告セグメントが水産物販売事業のみであり、当社グループの

業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

　(2)財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べて35億71百万円増加し、249億８百万円と

なりました。これは、受取手形及び売掛金が51億45百万円増加した一方、現金及び預金が８億57百万円、減損損失

を計上したことにより土地が６億16百万円減少したこと等によるものであります。　　　

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べて40億54百万円増加し、211億３百万円と

なりました。これは、支払手形及び買掛金が26億86百万円、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が

15億１百万円増加したこと等によるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べて４億83百万円減少し、38億４百万円と

なりました。これは四半期純損失を５億14百万円計上したこと等によるものであります。

　

　(3)事業上及び財政上の対処すべき課題

　　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　(4)研究開発活動

　　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 47,800,000

計 47,800,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 15,324,819 15,324,819
大阪証券取引所

市場第二部

単元株式数

1,000株

計 15,324,819 15,324,819 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日　
－ 15,324,819 － 2,352 － 2,012

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　 1,595,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 13,532,000 13,532 －

単元未満株式 普通株式　　  197,819 － －

発行済株式総数 15,324,819 － －

総株主の議決権 － 13,532 －

（注）上記自己株式には、当社名義の預り担保、5,000株を含んでおります。

②【自己株式等】

 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社大水
大阪市福島区野田

１－１－86
1,595,000－ 1,595,000 10.41

計 － 1,595,000－ 1,595,000 10.41

 （注）１．当第３四半期会計期間末の自己株式数は1,595,398株であります。

 　　　２．上記自己株式には、当社名義の預り担保、5,000株を含んでおります。

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
　

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,696 1,838

受取手形及び売掛金 10,060 15,206

有価証券 － 43

商品及び製品 1,775 1,960

繰延税金資産 136 77

その他 236 225

貸倒引当金 △143 △200

流動資産合計 14,762 19,150

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 836 788

土地 3,286 2,670

その他（純額） 147 118

有形固定資産合計 4,270 3,576

無形固定資産 237 230

投資その他の資産

投資有価証券 1,964 1,840

長期貸付金 299 298

破産更生債権等 1,971 2,022

固定化営業債権 894 887

繰延税金資産 21 24

その他 56 56

貸倒引当金 △3,142 △3,178

投資その他の資産合計 2,065 1,950

固定資産合計 6,574 5,757

資産合計 21,336 24,908

EDINET提出書類

株式会社大水(E02818)

四半期報告書

 7/14



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,475 11,161

短期借入金 3,500 5,451

1年内返済予定の長期借入金 450 －

未払金 507 539

未払法人税等 59 58

賞与引当金 142 39

その他 250 283

流動負債合計 13,384 17,533

固定負債

退職給付引当金 2,667 2,625

役員退職慰労引当金 117 126

再評価に係る繰延税金負債 353 357

繰延税金負債 69 39

その他 456 421

固定負債合計 3,664 3,570

負債合計 17,048 21,103

純資産の部

株主資本

資本金 2,352 2,352

資本剰余金 2,012 2,012

利益剰余金 1,155 △393

自己株式 △705 △706

株主資本合計 4,814 3,265

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 220 255

土地再評価差額金 △747 283

その他の包括利益累計額合計 △527 539

純資産合計 4,287 3,804

負債純資産合計 21,336 24,908
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 104,007 98,306

売上原価 99,099 93,478

売上総利益 4,907 4,828

販売費及び一般管理費 4,709 4,609

営業利益 198 218

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 57 53

受取賃貸料 98 100

天然ガス売却額 52 54

その他 36 14

営業外収益合計 245 224

営業外費用

支払利息 51 43

賃貸費用 47 51

天然ガス売却原価 52 56

その他 5 2

営業外費用合計 157 153

経常利益 286 289

特別利益

固定資産売却益 58 －

投資有価証券売却益 － 38

特別利益合計 58 38

特別損失

投資有価証券売却損 0 29

投資有価証券評価損 98 78

減損損失 － ※
 627

その他 18 4

特別損失合計 117 740

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

227 △411

法人税、住民税及び事業税 55 85

法人税等調整額 70 17

法人税等合計 126 102

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

101 △514

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 101 △514
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

101 △514

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43 34

土地再評価差額金 50 △3

その他の包括利益合計 7 31

四半期包括利益 108 △482

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 108 △482

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更】

　　　（減価償却方法の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　この変更による当第３四半期連結累計期間の損益への影響額は軽微であります。

　

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

　　※　当第３四半期連結累計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を特別損失に計上い

たしました。

場所 用途 種類 金額（百万円）

　大阪府泉佐野市 　賃貸用資産
　土地 607　　　

　建物及び構築物　 　　　　　　　11　

　宮城県石巻市 　遊休資産 　土地 8　

　当社グループは、事業用資産については事業を基礎とし、賃貸用資産及び遊休資産については個別物件単位でグ

ルーピングしております。

　上記の資産グループについては、時価の著しい下落により投資額の回収が見込めなくなったため、回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失（627百万円）として特別損失に計上しております。

　この減損損失を計上するにあたり、賃貸用資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを2.38％で割り引いて算定しております。また遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており

ます。

　なお、土地については不動産鑑定評価額またはそれに準ずる方法により評価しております。　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

減価償却費 141百万円 112百万円

（注）のれん及び負ののれんの償却額はありません。

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

１．配当に関する事項

　　該当事項はありません。 

　

２．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

１．配当に関する事項

　　該当事項はありません。 

　

２．株主資本の金額の著しい変動

　　当第３四半期連結累計期間において、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に

よる再評価を行った土地について減損損失を計上し、当該土地にかかる土地再評価差額金の取崩を行いま

した。この影響により利益剰余金が1,035百万円減少いたしました。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）において、当社グループは報告セグメントが水産物販売事業

のみであり、当社グループの業績における「その他」（冷蔵倉庫等事業）の重要性が乏しいため、記載を省略

しております。　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

　水産物販売事業において、627百万円の減損損失を計上しております。

　なお、減損損失の概要につきましては、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（四半期連結

損益計算書関係）」をご参照ください。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
7円36銭 △37円43銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額

（△）（百万円）
101 △514

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半

期純損失金額（△）（百万円）
101 △514

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,741 13,735

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また、当第３四半期

連結累計期間においては１株当たり四半期純損失でもあるため記載しておりません。

　　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社大水(E02818)

四半期報告書

13/14



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月12日

株　式　会　社　　大　水
  取　締　役　会 　御　中   

 新日本有限責任監査法人 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 坂井　俊介　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　栄司　　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大水の

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２４年１０月１日

から平成２４年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２４年４月１日から平成２４年１２月３１日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及

び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大水及び連結子会社の平成２４年１２月３１日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　上

　

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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